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平成平成平成平成２２２２８８８８年度第年度第年度第年度第２２２２回京都市保健福祉局指定管理者選定回京都市保健福祉局指定管理者選定回京都市保健福祉局指定管理者選定回京都市保健福祉局指定管理者選定委員会委員会委員会委員会第第第第１１１１部会部会部会部会摘摘摘摘録録録録    

 

日 時：平成２８年５月３１日（火）午後１時３０分～午後２時１５分 

場 所：職員会館かもがわ第１会議室 

出席者：大塩部会長，藤井委員，仙波委員，毛川委員 

事務局：野担当課長，村田（監査適正給付推進課） 

長寿福祉課：谷利長寿福祉課長，山田係長，橋本，外薗 

 

議事  指定候補者の選定方法及び審査基準について 

   対象施設  

    ・京都市長寿すこやかセンター及び京都市菊浜老人短期入所施設 

      

 

（○は，委員発言） 

野課長     ただ今から，保健福祉局指定管理者選定委員会第１部会を開催

する。委員には，多忙にも関わらず，出席を賜り，御礼申し上げ

る。本日４名の委員が出席していることから，京都市保健福祉局

指定管理者選定委員会設置要綱第７条第３項の規定により，会議

が成立することを御報告させていただく。 

         本日の議題は，京都市長寿すこやかセンター及び京都市菊浜老

人短期入所施設に係る指定候補者の選定方法及び審査基準につい

てである。 

         なお，本日の委員会については，京都市市民参加推進条例第７

条に基づき公開での審議とさせていただく。 

         それでは，これからの議事進行は大塩部会長にお願いする。 

         

大塩部会長    本日は多忙にも関わらず当部会に出席賜り，御礼申し上げる。 

         それでは議事に入らせていただく。本日の議事は事務局から説

明があったとおり，「京都市長寿すこやかセンター及び京都市菊浜

老人短期入所施設」に係る指定候補者の選定及び審査基準につい

てである。 

         まず初めに，募集要項のうち保健福祉局として統一されている

部分について事務局から説明いただき，引き続き，事業所を所管

する長寿福祉課から，施設固有の部分について説明願う。 

 

野課長     （案件説明） 

 

長寿福祉課    （案件説明） 
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大塩部会長    それでは，ただ今の事務局及び長寿福祉課の説明について質

問・意見等があればお願いする。 

 

  ○      京都市成年後見支援センターは市内で１箇所のみか。 

 

長寿福祉課    そうである。長寿すこやかセンターの中に設けている。京都市

全体の市民後見人の養成や成年後見の相談を行っている。 

 

  ○      菊浜ショートステイの利用者はどのようなルートで受けている

のか。 

 

長寿福祉課    ケアマネジャー等を通じて受け入れる場合と長寿すこやかセン

ターで受けた相談から例えば虐待を受けていることが判明した等

により緊急的に受け入れるケースもある。 

 

  ○      募集要項に記載の収支と支出が一致していなのは何か。 

 

長寿福祉課    この表では次年度への繰越金に関する記載がなく，単純に１年

間の収入金額と支出金額を計上しているだけなので収支が一致し

ていない。 

 

  ○      ショートステイについては介護家族支援の意味もあると思うが，

長寿すこやかセンターにも介護家族の交流会がある。これらの施

設間での連携はあるのか。 

 

長寿福祉課    ２施設の連携としては，先ほど申し上げたとおり長寿すこやか

センターに相談に来られた方がショートステイを利用することも

ある。また，長寿すこやかセンターでは介護職員への研修事業も

実施しており，研修をより効果的なものにするため，研修の受講

者がショートステイの現場の見学などを行っている。 

         また，認知症の方やそのご家族の交流会を行っているが，交流

会に参加された方から個別に相談を受け，ショートステイの利用

につながるケースもある。 

 

  ○      認知症以外の方の介護家族の交流はあるのか。 

 

長寿福祉課    認知症以外の方については現在は実施していない。 

 

  ○      例えば新たに応募される事業者がこの施設で新たに何か事業を

実施したいと提案された場合はどうされるのか。 
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長寿福祉課    提案内容を吟味し，検討させていただくことになる。 

 

  ○      そのような提案を審査する項目はあるのか。 

 

長寿福祉課    項目１６の事業計画などで審査することになる。 

 

  ○      緊急ショートのために居室を空けているのか。 

 

長寿福祉課    そうである。菊浜ショートステイは全体で４０床あり，平均稼

働率は約９割である。緊急ショート用としては１０床あるが稼働

率としては約６割ほどである。 

 

  ○      収支状況の中に緊急ショートの経費も含まれているのか。 

 

長寿福祉課    含まれている。収入では，利用者からの収入，介護保険収入，

京都市からの委託料収入がある。 

 

  ○      市内の緊急ショート５箇所の運営はどのような運営主体か。市

の直営はあるのか。 

 

長寿福祉課    すべて社会福祉法人である。直営はない。 

 

  ○      係数は前回審議した老人デイサービスセンターと同じか。 

 

長寿福祉課    そうである。 

 

  ○      指定期間が６年ということだが，例えばその期間中に指定管理

者自身が施設を改築したいと言った場合はどうなるのか。 

 

長寿福祉課    内容について京都市と協議することになるが，利用者処遇の向

上につながるものであれば，原状変更が可能かどうか判断した上

で実施いただくことはある。 

 

  ○      この場合の費用負担は指定管理者になるのか。 

 

長寿福祉課    そうである。指定管理者に責任のない経年劣化による工事につ

いては市が負担することになるが，それ以外は指定管理者の負担

になる。 

 

大塩部会長    他に意見等がなければ採決に入らせていただく。 



-4- 

         ただ今審議いただいた議題の取扱いについて，事務局案のとお

り承認いただけるか。 

 

委員全員    （異議なし） 

 

大塩部会長    それでは事務局及び長寿福祉課の説明のとおり公募を実施する。 

         本日の審議は以上で終了する。事務局お願いする。 

 

野課長     本日の審議内容を踏まえ，募集要項を作成し，公募を実施させ

ていただく。 

書類審査については，団体から申請書類の提出を受けた後，事

務局で整理させていただいた上で，委員の皆様に書類を御案内さ

せていただく。 

        それでは，委員会を終了する。 

 

１４：１５   終 了 

 


